
２０２６年１月１３日

日本健康・栄養食品協会 理事長
フレイル予防サービス振興会 理事
千葉大学客員教授 医学博士 矢島鉄也

（元厚生労働省 健康局長）

フレイル予防と介護予防に関する
国の制度と民間企業への期待

第２回 JFA会員セミナー



本日の内容
• フレイル予防・介護予防に関する国の動向

• なぜ、経済財政諮問会議がフレイル予防、介護予防を取り上げるのか

• なぜ、「フレイル予防サービス振興会」が出来たのか

• なぜ、国は「食べて元気にフレイル予防」を作成したのか
• なぜ、「栄養」、「身体活動」、「社会参加」の３本柱が大事なのか

• なぜ、食事は多様な食品、エネルギー、たんぱく質が大切なのか

• なぜ、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施なのか
• なぜ、ポピュレーションアプローチ、通いの場、地域包括ケアが大事なのか

• なぜ、１５項目質問票＋３（指輪っか、BMI、握力）、情報システムなのか

• なぜ、公正競争規約が必要なのか
• なぜ、食品の表示には規制があるのか

• なぜ、フレイル予防認証制度、公正取引協議会、公正マークが大事なのか



日本国憲法

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利
を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛
生の向上及び増進に努めなければならない。

厚生労働省設置法

（任務）
第三条 厚生労働省は、国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の
発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進
並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図る
ことを任務とする。



超高齢・人口減少の見通し
○ ６５歳以上人口の割合は、現在世界一で、２０４０年には約３５％。人口は減少。
○ 2040年に向けて、65歳以上人口は歴史上のピークに達し、８５歳以上人口は
１０００万人に達する。高齢者世帯は、一人暮らしと夫婦世帯が中心。
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2000年（実績） 2015年（実績） 2025年 2040年 2050年 2060年

（万人） （万人） （万人） （万人） （万人） （万人）

総人口
1億2,693万人

75歳～
 901(7%)

65～74歳
1,303(10%)

40～64歳
4,371(34%)

20～39歳
3,517(28%)

～19歳
2,601(20%)

団塊ジュニア世代
（1971～1974生まれ）

団塊の世代
（1947～1949生まれ）

総人口
1億2,709万人

75歳～
1,632(13%)

65～74歳
1,755(14%)

40～64歳
4,279(34%)

20～39歳
2,844(22%)

～19歳
2,200(17%)

総人口
1億2,254万人

75歳～
2,180(18%)

65～74歳
1,497(12%)

40～64歳
4,163(34%)

20～39歳
2,471(20%)

～19歳
1,943(16%)

総人口
1億1,092万人

75歳～
2,239(20%)

65～74歳
1,681(15%)

40～64歳
3,387(31%)

20～39歳
2,155(19%)

～19歳
1,629(15%)

総人口
1億0,192万人

75歳～
2,417(24%)

65～74歳
1,424(14%)

40～64歳
2,969(29%)

20～39歳
1,904(19%)

～19歳
1,479(15%)

総人口
9,284万人

75歳～
2,387(26%)

65～74歳
1,154(12%)

40～64歳
2,731(29%)

20～39歳
1,700(18%)

～19歳
1,313(14%)

厚生労働省 国立社会保障・人口問題研究所 の公表資料より作成



厚生労働省 社会保障審議会 介護保険部会 資料 ２０２４年１２月２３日





7





（２０１４年）
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厚生労働省：介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会における議論の中間整理



経済産業省 「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」について より







厚生労働省：全国高齢者医療主管課（部）長及び国民健康保険主管課（部）長並びに
後期高齢者医療広域連合事務局長会議 保険局高齢者医療課説明資料 2023年4月14日

















https://www.ihep.jp/publications/elderly-search/?y=2024





25
厚生労働省 老人保健健康増進事業事業 報告書より抜粋



26２０２５年３月１３日 厚生労働省 保険局 高齢者医療課説明資料



厚生労働省 資料



厚生労働省資料



29厚生労働省 資料



厚生労働省 資料



厚生労働省 資料





食品表示基準

（表示禁止事項）

第九条 食品関連事業者は、第三条、第四条、第六条及び第七条に掲げる表示
事項に関して、次に掲げる事項を一般用加工食品の容器包装に表示してはなら
ない。
一 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語

十 保健機能食品（特定保健用食品、機能性表示食品及び栄養機能食品をいう。
以下同じ。）以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成
分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語

食品表示法

（食品表示基準の策定等）

第四条 内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品関連事業者等の区分ごと
に、次に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及
び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容とする販売
の用に供する食品に関する表示の基準を定めなければならない。
（食品表示基準の遵守）

第五条 食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品
の販売をしてはならない。
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